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北九州市告示第４６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号の

規定により次のとおり告示する。 

  令和２年２月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治 

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０４

００６２５

ぼくらの貴船 

ザサロン

北九州市小倉北

区白銀二丁目１

番１９号 

合同会社ぼく

ら 

令和２年

２月１日 

４０９０５

００５９８

デイサービス

センター愛 

北九州市小倉南

区上石田二丁目

１５番１５号 

株式会社愛・

福祉の郷 

令和２年

２月１日 
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北九州市告示第４７号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条

の１５第２項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７８条

の１１第２号及び第１１５条の２０第２号の規定により次のとおり告示する。 

令和２年２月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 地域密着型通所介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７２８

００７５０

デイサービス 

茶の間 

福岡県中間市通

谷六丁目３番２

０号 

株式会社スト

ークスケア 

平成３０

年１月３

１日 

４０７０２

０１８１１

デイサービス 

センター花乃 

路 

北九州市若松区

大字乙丸１６５

１番１２ 

社会福祉法人

希燿會 

令和２年

１月３１

日 

２ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７５２

００２２２

グループホー

ム  きもりの

家 

福岡県遠賀郡遠

賀町浅木５７５

番地 

有限会社ユー

コ商事 

令和２年

１月１８

日 
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北九州市公告第１０２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の３８第 1 項の規定によ 

り、認可地縁団体から、所有不動産の所有権移転登記等に係る公告の申請があ 

ったので、同条第２項の規定により次のとおり公告する。当該不動産の所有権 

移転登記等について異議がある当該不動産の登記関係者等は、次に定めるとこ 

ろにより、北九州市長に対して異議を述べなければならない。 

  令和２年２月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所 

（１） 名称 京良城第一町会 

（２） 区域  北九州市八幡西区京良城町１番８号から１４番４６号まで 

（３）  主たる事務所 北九州市京良城町７番２３号 

２ 申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項 

（１） 土地 

地 目 面積 所在地 

田 ７０平方メートル 北九州市京良城町７番２３号 

（２）  表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所 

北九州市八幡西区京良城町７番１０号  枌  廣 

   北九州市八幡西区京良城町１２番４８号 大城 澄治 

   北九州市八幡西区京良城町３番９号   松崎 運 

北九州市八幡東区石坪町１１番１０号  下瀬 一輝 

３ 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べ

ることができる者の範囲 

  申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの

相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者 

４ 異議を述べることができる期間及び方法 

（１） 期間 令和２年２月２０日から同年５月２０日まで（日曜日、土曜 

日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く。） 

（２） 方法 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書（地方自治法施行  

規則（昭和２２年内務省令第２９号）別記申出書様式）に必要事項を記載

し、申請不動産の登記事項証明書、住民票の写し、所有権を有することを

疎明するに足りる資料を添えて、持参又は郵送（令和２年５月２０日まで

に必着のこと。）により下記へ提出すること。 

（３） 提出先及び本件に係る問合せ先 
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   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部地域振興課 

   電話 ０９３－５８２－２１１１ 
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